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明

治

の
米

領

調

節

(六

)

,

本

庄

榮

治

郎

馴昌
、
二
十
三
年
の
米
呪

十
九
年

一
月
政
府
紙
幣

の
正
貨
交
換
開
始
せ
ら
る
＼
や
、
財
界
の
基
礎
漸
次
確
定
し
、
経
済
界
漸
く
順
調
に
復

し
た
る
が
、
こ
の
聴
に
當
b
米
儂
は
十
八
年
以
来
の
豊
作
増
産
の
た
め
供
給
鯨
り
あ
り
且
備
荒
儲
蓄

ざ
し
て
の
貯

米
の
萱
彿
も
あ
り
て
米
債
下
落
し
な
る
が
、
十
九
年
以
來
の
好
況
の
字
面
に
は
公
債
株
券
化
し
尭
る
資
金
の
漸
く

固
定
せ
ら
れ
て
反
動
來
を
思
は
し
め
、
二
十
年
来
殊

に
企
業
勃
興
の
勢
あ
り
し
が
、
そ
れ
等
多
く
の
事
業
中
に
は

堅
實
な
ら

さ
る
も
の
少

か
ら
ず
、
所
謂
泡
沫
會
肚

の
破
綻

ε
な
り
、
偶
々
銀
塊
相
場
の
騰
貴
に

つ
れ
て
貿
易
上
の

輪

産

額

が

十
六

年

三

〇

、六

七

「
、四

九

二

十

七
年

二
六

、
三

四

九
、
八
八

三

十

八
年

・三
四

、
一
五
八

、
=

八
九

、

十

九
年

三

七

、
一
九

=

四

二
四

二

十
羊

三
九

、九

九
九

、
一
九

九

廿

一
年

三

入

、六

四
五

、
五
八

三

晶μ
二
曲卍

,一二
【二
、O

O
七

、}ユ
占
ハ
山八

寸

三
年

四

三
、
〇

三
七

、
八
〇
九

輪

説

明
漕
の
米
便
稠
節
(六
) 反

動
時
代
は
頻
り
に
輸
入
を
超
過
せ
し
め
、
嚢

の
好
景
気
は
い
つ
レ
か
況
衰
の

歌
ご
な
り
、
所
謂
二
十
三
年
の
恐
慌
を
生
し
.π
る
も
の
な
る
が
、
こ
の
間
に
あ

b

て
米
償
は
却

て
奔
騰
し
て
米
償
引
下
の
方
策
を
講

毬
さ
る
を
得

さ
り
し
也
。

詳
言
す
れ
は
米
債
は
廿
二
年
九
月
以
後
や
」
騰
貴

の
勢
を
示
し
た

る
が
、
廿
三

年
二
月
以
後
盆
奔
騰
し
、
⊥
八
月
に
は
遂
に
十
圓
八
十
五
鏡
を
示
す

に
至
れ
b
。

蓋
十
九
年
以
來
連
年
三
千
七
百
萬
石
乃
至
三
千
九
百
萬
石
の
産
額

を
翠
け
た
る

隔

.

.

.

粥
+
巻

(第
四
號

四
一)

四
九
賃

6)明 治金融史70-73頁 来県資料II斗 頁以下 米相場考
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論

説

明
泊
の
米
側
調
墓

ハ)

、

第
+
旛

《
第
四
號

四
三

四
九
穴

米
穀
が
廿
二
年
に
拡
僅
か
に
廿
二
年
に
は
三
千
三
百
萬
石
に
過
ぎ
す

、
前
年

ε
比
し
五
百
六
十
鯨
高
石
既
往
三

ケ

年
年
均
質
牧
高
K
比
し
五
百
大
十
萬
石
の
減
牧
を
示
し
、
且
萎
作
の
如
き
も
同
様
後
家
干
五
山ハ
百
萬
石
の
産
額
あ

b
し
も
の
が
も
廿
二
年

に
は

}
千
萬
石
鯨

に
過
ぎ
さ
る
凶
作
な
り
し
π
め
、
こ
れ
馨

の
不
作
尻

を
受
け
た
る
廿
三

年
上
半
期

に
於
て
は
米
領
は
上
述
の
如
く
漸
次
騰
貴
す

る
に
至
り
し
な
り
。
か
く
て
米
償
騰
貴
の
淀
め
細
民

の
困

コ

窮
す
る
も

の
多
く
或
は
米
商
の
買
方
を
狙
撃
せ
ん
と
す

る
あ
り
。
又
沓
地
に

一
揆
起
り
て
米
商
富
豪
を
脅
す
も
の

あ
る
に
至
り
・
朝
野
共
に
之
れ
か
救
濟
の
こ
ε
に
腐
心

せ
か
ご

い
ふ
。
新
潟
に
於
て
貧
民
の
暴
動
を
怒
れ
米
穀
の

津
留
を
な
し
カ
る
も
亦

こ
の
ざ
き
の
こ
ε
に
厨
す
。

四
、
廿
三
年

の
調
節
策

一
、
.外
米
輸
入
彿
下
。
常
半
肩
塵
止
役
存

し
セ
る
各
種
儲
蓄
米
制
度
は
上
述

の
如
く
明
治
二
十
三
年
三
月
ま
で

に
す

べ
て
塵
止
せ
ら
れ
、
從
て
政
府

の
米
穀
出
納
は
既
に
閉
鎖
せ
ら
れ
陀
る
庭
な
.る
が
、
.今
や
米
贋
の
騰
貴
日
に

甚
し
く
し
て
世
上
沓
地

に
不
穏

の
歌
あ
り
。
民
間
有
志
の
者
金
穀
を
醸
出
し
て
救
濟
の

一
端

に
充

つ
る
の
有
様
な

b
し
を
以
て
政
府
亦
袖
手
傍
観
す
る
能
は
す
、
之
れ
か
調
節
に
力
む
る
に
至
b
し
が
、
準
備
金

の
運
用
は
既

に
塵

止
せ
ら
れ
π
る
後
な
る
を
以
て
特
別
法
を
設
け
て
中
央
備
荒
儲
蓄
金
を
以
て
米
穀
購
入
の
資
金
に
充

つ
る
こ
ε
を

得
せ
し
め
、
外
囲
米
を
購
入
し
て
民
間
に
切
下
く

る
こ
と
玉
な
し
な
り
。

政
府
は
始
め
四
百
九
+
三
萬
七
千
五
高

を
畜

・
垂

氷
四
夫

萬
五
千
石
(藪

糊
五
)粟

+
洗

黍

7)明 治 財政 史第 十 巻863-4・871頁

明 治年 間 米側 調 節 沿革 史182一 【go頁
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、

、

麺

及
籾
+
八
砦

(髭

鋸
羅

)
合
計
八
+

一
萬
五
千
石
を
購
入
せ
ん
ε
す
・
計
要

り
し
も
理

の
事
情
に
制

せ
ら
れ
て
之
を
實
行
ず

る
能
は
す
、
五
月
十
八
日
よ
り
七
月
二
十
五
日
迄
凡
そ
七
十
日
間

に
亘
り
て

一フ
ソ
グ
ー
ソ

自
派

パ
ゼ
イ
ソ
玄
米
面
責
立
米
及

モ
ル
メ
ソ
玄
米
等
を
輸
入
し
東
京
大
阪
兵
庫

の
三
米
康
に
貯
減
し
な
る
が
、
そ

の
領
主
米
井
に
精
白
米
総
計
三
+
三
萬
七
干
六
百
石
絵
〔咽
』
窯
豊
里
馨

圓
)
ご
す
。
こ
の
輸
入
米
は
六
月
六
日
先

つ
東
京
浅
草
米
康
に
於
て
白
米
五
千
袋

の
公
費
に
付
し
た
る
が
、
米
康
に
蝟
集
せ
し
潜
無
慮
千
鹸
名
の
多
数
に
上

b
雑
沓
を
極
め
た
り
こ
い
ふ
。
而
し
て
大
阪
兵
庫
に
於
て
も
公
費
を
行
ひ
、
二
十
四
年
三
月
に
至
ろ
ま
て
に
東
京

に
て
十
五
萬
六
千
八
百
四
石
鯨

(厳
蛛
)
大
阪
に
て
十

一
萬
五
千
三
百
六
十
二
石

(舷
秣
)
兵
庫

に
て
五
萬
九
千
三
十

九
石
(糀
)
合
計
三
+
三
些

重

荷
〇
四
石
飴

(
一、七
溢

、三
8

圓
徐
)
を
梯
下
げ
た
る
が
、
政
府
は
差
引
三
+
四

萬
六

千
九

百
〇
三
園

(堕
醐
献
翻
二
)
の
損
失

を
債
権

し
た

る
も

の
な
り
。

(註
)

政
府
の
外
米
梯
下
に
右
の
如
べ
な
る
が
、
民
間
に
於
て
も
米
慣
一
暦
の
騰
貴
な
瀕
期
し
て
外
國
来
々
輸
入
ぜ
ろ
看
多
く
、
彼
等
に
政
府
が
外

来
佛
下
こ
着
手
し
、
市
債
に
影
響
な
及
ぼ
す
だ
見
る
や
大
に
困
惑
し
、
三
井
物
薦
曾
池
祉
是
荒
田
孝
・
大
阪
の
商
人
阿
部
彦
太
郎
及
び
藤
本
游
兵

衛
三
名
の
連
署
為
以
て
明
漕
二
十
三
年
八
月
官
米
梯
下
中
止
の
歎
願
書
為
提
出
せ
し
も
政
府
に
於
て
11
勿
論
、聴
許
ゼ
ざ
り
し
ミ
い
ふ
。

三
、
外
米
代
用
。
政

府
は
米
僧
引

下

の

一
策

ご
し

て
定
期
市
場

に
外
国
米

の
受

渡
代
用

を
な

さ
し

め
ん
ε
し
た

b
、
そ

の
理
由

に

つ
い
て
は
、
換

に
外
國

米
購

入

の
議

を
内
閣

に
提

議
し
た

る
松
方
大
賊

大
臣

が
更

に
岩
村
農
商

ノ

務
大

臣

に
謝

し
協
議

し
起

る
交
書

に
云
ふ
所
を
見

る
に

『鑑
櫨
金
に
法
律
の
制
限
以
外
に
在
り
て
買
方
買
得
の
米
穀
々
直
し
謹
擦
金
に
代
用
す
る
な
許
し
、且
つ
建
米
に
全
國
中
屈
指
の
上
米
の
票
本
心
以
て

論

説

朋
治
の
米
領
調
鰯
(六
)

第
十
巻

(第
四
號

四
三
阿

四
九
七

8)明 治牟 間米側調節沿革史191頁
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論

説

明
治
の
米
偵
調
節
(
山ハ
V

第
+
巻

(第
四
號

四
四
)

四
.九
《

.
し
呼
便
々
上
騰

ぜ
し
め
.
敬
多

格
違
差
金
益
生
ぜ
し

め
下
等
π冊
米
の
取
引
な
市
場

に
擯
斥
す

ろ
等
其
他
現
米
畏
波
上
に
於
て
買
方
に
便
宜
な
輿

へ
費

窪

し
て
不
響

感
ぜ
し
む

る
の
條
項
も
.有
之
候
工
り

・
穿

騰
貴

の
傾
向
な
來
さ
し
め
た

る
實
蹟
も

相
聞
候
由
・
若

は
塁

米
作
難

に
際
し

海
外
輸
出
米
償
奨
拗

の
方
略
に
出
た
ゐ
出
国
付
、
方
今
の
場
合
却
て
海
外
輸
入
々
抑
が
ざ
る
な
得
ざ
ろ
時

に
臨

み
、
之
を
墨
守
下

る
に
得
策

に
無
之

に
付
石
等

の
條
々
は
改
正
也
し
め
て
澄
換
金
は
法
律

の
範
囲
内
に
制
限
し
直
覧
便
格
相
雷
に
差
入
ぜ
し
め
、
買
方

蝕
し
て
米
慣
な
代
用

ぜ
し
む
ろ
海

カ

カ

へ

も

レ

止

め
建
米
の
品
等
な
市
場
普
通

の
供
給
米
に
改
正
し
、
荷
且
海
外
輸
入
米
申
現
時

巳
に
市
場

の
供
需
に
相
懸
の
ラ

ン
グ
ー

ン
西
貢
朝
鮮
米
等
た
し
て

相
當
の
割
合
た
定
め
宮
所
の
取
引
ド
供

冠
し
む
る
ミ

匠

海
外

の
市
債
F
連
れ
、
画
地

の
米
償
低
落
し
、
需
用

に
随
て
供
給
々
得

、
債
格
準
準

し
て

需
用
米
潤
澤
致
す
べ
く
に
付
、
受
渡
米
ば
丙
国
産
に
限
ろ
の
明
丈
な
削
除
ゼ
し
め
、
若
供
給
の
度
需
用
に
不
足
々
生
す
ろ
の
憂
あ
る
か
叉
11
輸
入
米

.

商
の占
費
々
寫
す
の
怖
れ
め
ろ
場
合
F
捨
て
ば
市
場
衆
況
な
斟
酌
し
當
省
儲
蓄
海
外
輸
入
米
な
公
費
し
供
需
ε
債
絡
の
平
準
た
努
め
て
維
持
ぜ
し
む

ろ
建
き
は
細
民
救
溶
あ
遣
葎
貫
徹
す
べ
き
ピ
の
意
見
に
宥
之
』
云
々
定
。

か
く

て
農
商
務
省

は

二
等

の
建

米

を
三
等

蓬
な

し
、
外

國
米
を
も
掛
米

に
用
ゆ

る
こ
ε
を
堂

島
米
商
會
所

に
渤

告

す

る
所

あ
り

し
も
、
容
易
に
承

服

せ
さ
り

し
に
よ
り
、
四
月
二
十

一
日
堂

島
米
商
會
所
暗

合
規
則

の
認
可

を
取

消

し
、
新

に
申
合

規
則
を
制
定

せ

し

め
漸

く
五
月

一
日
獲

會
七
月
限

り
建

米
を
三
等

ご
し
、
外

米
代
用

を
實
施

す

る
こ
く

せ
呉

謂

巴

而
し
て
東
京
は
四
月
二
+
日
大
阪

に
先
ん
し
て
申
合
規
則
を
改
正
し
、
.其
他
各
地

の
米

商
會
所
も

亦
.悉

く
之

に
倣

ひ
て
申
合

規
則
を
改
正

し
拠

り
q

*

*

*

*

*

ロ

以
上
の
如
く
二
十
三
年
に
は
外
米
描
写
、
外
米
代
用
等
の
方
法
用
ひ
ぢ
れ
な
る
も
の
な
る
か
、
外
米
代
用
は
二

圓
八
十
銭

の
絡
下
に
て
行
ふ
も

の
に
し
て
、
丙
囲
米
ビ
は
四
五
圓

の
差
あ
る
哀
め
期
米
の
昂
騰
を
阻
止
し
得
決
る

.



遍

き
柔

だ
そ

の
藁

な
な

し
が
、政
府
及
ひ
民
間
の
外
蓋

入
甚
だ
ぞ

(=
サ
一…讐

票

詰

鋸

碧

)

細

々
こ
れ
か
拙
下
け
あ
り
し
ε
、
本
年
の
順
氣
は
初
め
必
ず
し
も
良
好
な
ら
す
八
月
に
も
数
度

の
暴
風
雨
あ
り
で

前
途
を
気
遣
ふ
も
の
少
か
ら

さ
り
し
が
、
幸

に
も
、
秋
牧

の
歌
呪
は
明
治
初
年
以
来
の
大
豊
作
に
て
そ
の
額
實
に

四
千
三
百
〇
三
萬
七
千
石
に
上
り
し
矯
め
流
石
の
米
儂
も
其
高
値
を
保

つ
能
は
す
六
月

の
十
圓
八
十
五
銭
を
最
高

ε
し
て
七
月
十
圓
六
十
銭
、
八
月
十
圓
四
十
九
鍍
ε
な
り
、
九
月
九
圓
三
十
四
銭
に
下
り
、
十
月
に
は
入
園
二
十

二
銭

ご
下
落

一
方
忙
し
て
十
二
月
七
圓
四
十
七
鏡

に
暴
落
せ
り
。
即
ち
六
月
よ
り
行
は
れ
た
る
外
米
の
彿
下
は
秋

ド

ラ

納
箱

俟
ち
て
多
少
の
敷
果
桑

け
た
る
も
の
慕

ふ
へ
姦

㎝
.

,
.

功

・

五
、
三
十

一
年

の
外
米
代
用

二
十
四
年
以
後
米
贋
は
概
し
て
漸
騰

の
形
勢
を
示
し
二
十
四
年
に
は
平
均
七
圓
四
鏡
、
二
十
五
年
に
は
七
圓
二

跣
興
野
露
量
鐘
厭
腰
鄭㍑甜
器
性蒔
蒲
論
婦鉾
饗
隅
ロ
一繍
雛

史蝋

姫

景
気
は
棄

の
動

這

碁

艦

を
生
し
・
物
贋

雇

に
馨

し
・
米
儂
の
加
護

剰

へ
こ
の
年
凶
作
な
り

離恨
或

し
か
ば
遂
に
こ
の
奔
騰
を
見

だ
る
な
り
、
政
府
は
三
十

一
年

一
月
外
米

の
定
期
代
用
を
強
制
し
、
米
償
を
緩
和
せ

米

町

ん

と
せ
し
も
こ
の
方
法
は
多
少
定
期
市
場
に
駆
迫
を
與

へ
、
自
然
そ
の
歩
調
を

一
種

せ
ん
ε
し
π
る
に
止
ま
り
、

鰌
鯲

,正
米
の
麗

藁

す
・
存

の
譲

く
・
且
摯

翻

米
の
叢

を
幼
く
る
の
密

り
し
が
如
し
・
.秋
量

り
て

鞍

豊
作
の
見
込
あ
ゲ
七
ビ
、
財
界

の
反
動
時
期

に
入
れ
る
ね
め
、
十
二
月
に
は
九
圓
八
十

一
銭
こ
な
り
、
三
十
二
年
.

ゆ
呵

り

論

説

明
治
の
米
側
調
節
〔六
)

第
十
巻

〔第
四
號

四
五
)

四
九
九

6



汀

論

説

明
治

の
米
僚
騨
節
(六
)

第
+
巻

(第
四
號

四
六
)

五
Q
Q

∂

秋
に
至
る
ま
て
九
圓
塁
を
維
持
し
だ
り
。

ラ

ノ

ー2

(
離
)

其
後
の
米
況

ε
外
米
轍
入

ド
つ
い
て
。
日
清
戦
後

の
好
景
氣
の
反
動

の
た
め
縄
済
界

に
三
十
二
年
頃
戻
り
沈
衰
状
態

に
入
り
し
が
、
漸
く
三

十
六
年
頃
に
至
り
て

一
般
匹
順
境
に
入
れ
り
。
米
似
に
三
十
四
年

に
に
前
年
の
来
賓
牧
不
足

の
爲

め
、
諸
物
偵
に
反
し
て
騰
貴
し
た
る
が
、三
十
五

皐
に
11
關

東
三
陸
大
凶
作
の
こ
建
あ
り
、
翌
三
十
六
年

に
は
去
年
の
大
凶
作
に
只
さ

へ
騰
貴

ぜ
ん
ε
す
ろ
矢
先
吾
、、
此
年
婆
城
攻
の
た
め
米
蔵
に

三
十
五
年

八
月
以
後
十
四
圓
蔓

ξ
な
嚇
し
も
の
、
三
十
六
年

に
11
十
五
圓
塵
に
上
り
最
高
七
月
十
五
圓
五
十
二
銭
唱
蓮
ぜ
り
。比
年
外
米

の
輸
入
ゼ

ら

る
」
も
の
甚
だ
多
く
四
百
入
+
高
石
以
上
に
上
り
、
且
本
卑
の
天
候
回
復
し
豊
作
な
り
し
た
め
十
二
月
に
ば
遂
に
十
二
圓
五
十
七
銭
に
下
落
す

ろ
に
至
れ
り
。

こ
れ
よ
り
前
、
代
米
輸
入
に
三
+

奉

に
四

百
六
+
葛
石
の
亘
額
な
算
し
た
る
後

ーエ

憂

し
て
三
+
二
卑
乃
至
三
+
五
卑
に
ば
六

・

百
六
+
高
石
乃
至
買
入
+
寓
石
鹸
に
過
書
さ
7一
き
。
然
う
に
三
士

ハ
年
に
入
り
て
前
記
の
如
く
激
増

し
た

外

米

鍮

入

高

二
+
八
年

二
+
九
年

忌

+
年

三
+
一
華

三
十
二
年
.

三
十
三
生
丁

三
+
四
年

三
+
五
年

三
+
六
年

三
+
七
年

三
+
八
年

三
+
九
牟

四

+

年

六

七
四

二

四

】

七
四

四

、
八

Q

】

二

、五

二

〇
・
五
五

八

而悶
、山ハ
七

八
、
五

〇

一

山
ハ
占ハ
○

、
二
【二
七

九

一
四

、
七

九

二

一
、
二
四
四

、七

七

五

}

八
〇

三

、六

二
九

四

、
入
六
四

、
九
六

二

五

、
入
九

二

、
七

】
四

四

、
山ハ
三
八

、
三
⊥ハ
五

二

、
四
四

〇

、四

三
四

二
、
七
Q

八

こ

〇
六

る
も
の
な

う
が
、
三
+
七
年
に
に
更
に
五
百
入
十
九
萬
餓
石
、
三
十
八
年
に
に
四
百
六
+
三
萬
偉
石

の
輸

入

あ
り
。

三
十
七
年

の
輸
入
激
増
ば
蓋
し
非
常
特
別
税
法
施
行
の
結
果
、
七
月
よ
り
實
施
の
米
融
輸
入
税

(從
便

[
割
五
分
)
に
野
す
ろ
見
越
輸
入
々
爲
し
た

ろ
に
依
る
。
面
し
て
こ
の
年
は
空
前

の
大
豊
作
に
し
て

五

千
百
四

+
盤
高
石

の
實
牧
あ
り

、
且
右

の
外
米

の
輸
入
あ
り
て
、
尚
且
米
慣
の
十
三
圓
毫

た
維
持

し
れ

る
に
全
く
戦
争
の
た
め
軍
需
品
ミ
し
て
買
上
け
ら
れ
戦
争
入
氣
の
.作
用

に
依

ろ
所
少
か
ら
ず

ε
い
ふ
。
以

上
の
外
米
輸
入
は
何
れ
も
政
府
が
米
側
調
節
策
ピ
し
て
行
ひ
し
も
の
に
非
す

、
三
十
六
卑
の
如
き
に

そ
の

結
果
に
於

て
に
米
偵

知
調
節
し
得
た
み
も
の
な
る
も

、
而
も
之
れ
な
以
て
米
慣
調
節
策
ε
な
す
心
得

さ
乃

也
。
監
所
謂
米
領
調
節
な

み
も

の
ば
爲
政
者
が
之
れ
々
目
的
ミ
し
て
行
ふ
所

の
政
策
な
指
す
も
の
に
し
て

の

商
人
の
螢
利
的
行
動

な
指
す
も
の
に
非

れ
ば
也

・

均

六
、
明
治
末
年

の
米
呪

日
露
戦
争

の
な
め
民
間
経
済
力

の
貴
方
以
上
の
負
櫓
を
な
し
た
る

我
財
界

は
、
外
債
の
募
集
に
よ
り
て

一
時
を
糊
塗
し
た
る
も
、
募
債
に
重
漁
る
に
募
債

12)

13)

エ4)

農務環}纂第 五十三 、米 に關 する調査141頁 米界資料121-124頁

拙著江戸幕府 の米領調節4貢

米界資料125頁 以下 米慣受動史125頁 以下

魑

.
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,

を
以
て
し
之
れ
か
た
め
通
貨
膨
脹
は
益

々
甚
し
く
米
儂
は
四
十
年
に
入
り
て
奔
騰
又
奔
騰
實

に
空
前

の
高
儂
を
稠

.

へ
最
高
十
七
圓
七
+
二
銭

(肚
)
に
及
ひ
、
米
作
は
三
十
入
牢
の
凶
作
後
、
三
十
九
四
十
両
年

に
普
通
作
を
得
た
る

も
、
需
要
に
比
し
供
給
伺
十
分
な
ら
さ
る
よ
b
、
端
境
期

に
至
る
ま
て
能
く
高
値

を
唱

へ
た
る
が
十
月
以
降
は
本

年
の
豊
作
〔四
千
九
百
萬
石
)
ε

一
.般
財
界

の
攣
調
虐
に
よ
り
て
漸
く
反
動
時
代
に
入
り
、
狸
四
十

一
年
に
は
更
に

五
千
百
九
十
三
萬
飴
石

の
大
豊
作
を
見
、
無
業
茄
屡
財
界
萎
縮

せ
る
折
柄
、
新
穀
以
降
は
急
韓
直
下
の
勢
を
以
て

崩
.落
せ
り
。
つ
い
で
四
十
二
年
叉
五
千
二
百
四
十
三
萬
石
飴

の
豊

牧
に
し
て
、
遂
に
近
年
稀
な
る
安
値
を
見
る
に
至

ノ

ご

れ
り
(羅

錘

。
然
・
に
四
+
三
年
八
月
關
東
三
陸
地
方
洪
水
あ
り
、
凶
作
の
聲
高
来

贋
は
覆

篤

し
て
、

十
五
圓
壼

に
突
進
し
(針
甥
計
駈
圓
)
米
償
問
題
は
経
済
肚
會
を
震
撼
す

る
に
至
れ
り
。
か
、
る
中
に
も
満
韓
地
方

へ

の
獲
展
墓
淘
の
事
業
等
着

々
ビ
し
て
進
み
、
入
口
の
増
加
あ
り
、
都
市
の
腰
達
あ
ヶ
て
需
要
は
之
れ
か
た
め
に
激

堰
し
叉

一
方
に
は
通
信
蓮
稔
機
關
の
獲
達

に
よ
り
て
農
家
は
座
な
が
ら
東
京
大
阪

の
相
場
を
知
h
九
州

の
端
よ
り

東
京

へ
米
を
輸
送
す

る
に

一
週
間
を
要
せ
ざ
る
に
至
り
、
且
他
方

に
は
特
殊
銀
行
信
用
組
合
等

の
獲
達
に
よ
b
金

融

の
便
大
に
進
み
で
時
機
を
見
て
米
を
責
出
す
の
知
識

ε
飴
裕
ε
を
得
、
こ

、
に
需
給
集
散

の
状
況
に

一
墜
化
を

楽
し
、
随
て
需
む
れ
は
随

て
給
す

る
の
有
様
ε
な
り
、
且
産
米
改
頁
等
に
よ
り
て
米
慣
は
次
第
に
そ
の
歩
を
進
む

ち

め
時
代
暮

努

。
即
莱

贋
は
こ
れ
艀
の
原
因
及
ひ
前
年
の
不
作
(梱
辮
驚

ハ)
管

よ
り
、
四
+
四
年
三
月

に
入
り
て
十
六
圓
蔓

・し
な
り
最
高
二
十
圓

日
銭

(肋
)
に
及

へ
り
。
翌
四
十
五
年
に
於
て
は
前
年
の
豊
牧
(憶
断
繭
靴
)

隔

晩
.

明
治
の
米
側
関
節
(六
)

第
+
巻

(粥
四
號

四
七
)

五
〇
一

噂



論

説

明
沿
の
来
便
調
節
工
◇

第
十
巻

(第
四
號

四
八
)

五
〇
二

に
も
加
、
わ
ら
す
最
高
二
十
三
圓
二
†
六
鏡

(肚
)
に
及
ひ
米
債
未
曾
有
の
騰
貴
を
な
し
、
.世
論
器
々
嬉
し
て
調
節

策
を
提
唱
す
る
に
至
れ
り
。

恥

毛
、
四
十
四
五
年
の
調
節
策

.

明
治
の
末
年
忙

お
け

る
米
況
は
以
上

の
如
く
な
る
が
、
こ
の
間

に
於
て
政
府
鳳
四
十
四
五
年

に
於
て
米
籾
輸
入

税
牽
低
減
、
取
引
所

に
お
け
る
垂
鮮
米
の
受
渡
代
用
其
他
の
方
法
に
よ
り
て
米
贋
を
緩
和
せ
ん
ε
す
る
に
至
れ
り
。

米
及
輝
の
輸
入
税
は
明
治
三
十
七
八
年
戦
役
の
際
非
常
特
別
税
法
施
行
の
結
果
、
明
治
三
十
入
牢
七
月
以
降
從

領

一
割
五
分
を
賦
課
す

る
こ
ε
＼
な
り
、
翌
三
十
九
年
非
常
特
別
視
は
永
久
税
ε
な
り
.
米
及
籾
輸

入
税
は
十
月

よ
り
關
税
定
拳
法
に
よ
り
そ
の
視
牽
毎
百
斤
六
十
四
銭
ε
定
め
、
更

に
明
治
四
十
四
年
七
月
十
七
日
よ
り
毎
百
斤

】
圓

に
改
め
ら
れ
た
る
が
、
關
税
足
摩
法
は
、
そ
の
第
六
條
に
於
て
凶
作
の
場
合
に
於
て
期
間
を
指
定
し
毎
百
斤

四
十
銭
を
限
度
ξ
し
て
之
を
低
減
す

る
こ
ε
を
得

る
旨
の
規
定
存
す

る
を
以
て
、
毎
百
帰

一
圓

に
引

き
上
げ
た
る

七
月

の
末

二
十
八
日
、
再
ひ
勅
令
を
以
て
輸
入
税
牽
を
當
日
よ
り
同
年
九
月
三
十
日
迄
毎
百
斤
六
十
鏡
に
低
減
し

　

以
て
當
時
昂
騰
已
む
な
か
り
し
米
贋
を
緩
和
せ
ん
ε
し
.
更
に
同
年
八
月

に
は
取
引
市
場
に
干
渉
を
加

へ
、東
京
大

阪
兵
庫
名
古
屋
桑
名
高
岡
金
澤
等
の
禾
穀
取
引
所
に
謝
し
、
八
九
両
限
月
の
立
會
を
停
止
し
、

つ
.い
で
又
先
限
よ

b
毫
鮮
米
の
代
用
を
許
可
す
る
こ
ざ

、
せ
り
。
其
後
米
債
は
九
月
の
二
十
圓

一
銭
を
最
高
癒
し
て
十
六
圓
憂

に
下

寝

る
も
(匙
舗
奉

翌
四
+
五
鹿

寄

て
一
月
+
八
里

磐

奄

再
ひ
昂
騰
の
勢
を
.正
し
、
世
総

し
か

殉難 聾灘 簾儲 麟1織 豊畿
。　　嚇

蠕 難 壁=灘 瑠 響(躰 翻 新誌)米 界酬1源 以下・1釜瓜 頗

曜
.



,

し
を
以
て
五
月
二
十
七
日
、
復
、
輸

入
税
率
を
同
年
十
月
末
日
迄
四
十
銭

に
低
減
し
、
・又
六
月
新
甫
よ
り
毫
群
氷

の
代
用
を
許
可
し
、
十

一
月
墓
雄
木
の
常
時
代
用
を
許
す
に
至
れ
り
。

こ

の
外
、
四
†
五
年
七
月
†
日
よ
b
ニ
ケ
月
間
細
民
施
米
及
び
原
債
慶
下
米
に
野
し
鐵
道
運
賃
五
割
引
を
實
行

し
民
間
に
於
て
も
或
は
外
米
試
食
會
を
開
き
、
外
米

の
表
出
を
行
ひ
、
從
來

一
般
に
移

せ
し
外
米

の
食
用
を
厭
ふ
の

風
を
去
り
、
外
米
の
消
嬰
に
よ
っ
て
内
地
米
贋
の
騰
貴
を
制
す
ろ
の

一
策

に
供

せ
ん
ε
の
試
み
も
亦
行
は
れ
た
る

所
な
り
き
。
又
政
府
は
正
米
市
場
に
於
け
る
延
取
引
を
以
て
取
引
所
法
違
反
叉
は
賭
博

の
嫌
疑
め
り
ε
の
名
目

の

下

に

一
時
正
米
業
者
を
検
翠
せ
る
こ
ε
も
あ
b
き

(服
)
。
撚

れ
ご
も
此
等

の
方
法
は
救
済
策
若
く
は
不
正
行
爲
の

.
取
締
、
叉
は
民
間
各
肯
の
自
制
た
る
に
止
ま
り
、
所
謂
米
償
調
節
策
を
以
て
目
す

べ
か
ら
ざ
る
も
の
多

き
が
如

し
。

凡
そ
外
周
米
に
輸
入
税
を
課
す
る
ε
き
は
其

の
輸
入
米
の
儂
格
が
騰
貴
す
る
の
み
な
ら
宇
、
内
地
産

の
米
贋
も

、
亦
そ

の
影
響
を
受
け
て
騰
貴
せ
さ
る
可
ら
寧
。
故
に
輩
純
な
る
理
論
よ
り
見
れ
ば
米
及

び
籾

の
輸
入
税
軽
減
は
、

も
ビ
よ
り
時
宜

の
策
た
る
べ
き
も
、
果
し
て
そ
の
目
的

の
如

く
、
こ
れ
に
よ
り
て
多
量

の
外
米
を
招
致
し
、
以
て

米
償
に
影
響
を
奥
ふ
る
こ
ご
を
得
た

る
や
否
や
。
之
を
敏
字
に
徴
す
る
に
四
十
四
年
の
外
米
輸
入
高
は
左
に
示
す

か
如
く
輕
減
期
間
の
八
九
両
月
に
は
却
て
著

し
く
減
少
せ
り
。
蓋
當
時
逞
羅
緬
創
ト
ソ
ギ

ソ
等

一
般
に
宗
作
績
に

し
て
、
こ
れ
等
外
米

の
産
地

に
於

て
も
米
領
は
甚
し
ぐ
騰
貴
し
居
た
.る
の
み
な
ら
事
、
そ
の
輕
減
期
間
短
か
り
し
た

め
十
分
な
る
輸
入
を
見
る
能
は
さ
り
し
も

の
な
み
可
し
。
然
る
に
も
拘
ら
す
米
贋
が
十
月
以
後
下
落
し
た
る
所
以

は
、
同
年
豊
作
見
込
の
確
實
な
b
し
ε
、當
時
高
値
な
b
し
た
め
、
農
家
の
出
殻
を
急
が
し
め
た
る
結
果
な
る
へ
.く
、
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五
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四

輸
入
税
輕
減
の
敷
果
雇
見

る
を
得

ざ
る
は
勿
論
な
り
。
而
も
四
十
五
年
二
月
米
實
牧
報
告
は
第
二
回
豫
想
よ
り
も

百
二
十
萬
石
の
不
足
を
示
し
、
米
償
は
再
ひ
賑

ね
返
し
π
る
次
第
な
る
が
、四
+
五
年
の
輸
入
税
郎
減
期
間

に
於
て

は
∴

茸

及
ひ
+
月
暑

し
嘉

架

り
し
の
み
に
工

断
齪

蕪

練

緯

饅

難

生
)、
そ
の
他
の
月
に
縫

減
期

以
前
に
比
し
必
ず
し
も
増
加
を
見
る
を
得
す
、
米
償
も
亦
必
す
し
も
下
落
す

る
に
至
ら
さ
b
し
也
。
思
ふ
に
關
税

輕
減
の
際
・
座
中
・
籍

せ
・
桀

は
(響

舞

錆

肛
什
㍊

轄

雑

蕪

囎

庫
に
)關
枕
の
引
下
其

・
市
場
婆

償
に
提
供
せ
ら
る
べ
し
ε
の
豫
馨

り
し
が
如
と

錐
も
、事
實
は
之
れ
に
反
し
で
輸
入
商
(娩
鱗

離

離

験

⑯

は
利
益
防
衛
策
を
講
じ
、
爾
来
外
米
の
市
償
少
し
も
低
落
せ
虜
、
内
地

一
般
米
贋

に
あ
殆
ん
ご
影
響
な
か
り
し
が
.

如
し
。
叉
他
面
に
於
て
我
国
が
卒
常
殆
ご
輸
入
禁
止
に
灼
き
高
枕
を
課
す

る
の
結
果
ε
し
て
、
外
米
生
産
者
は
我

.

國
を
確
實
な
る
販
路
ε
看
做

さ
中
、
從
て
日
本

に
劃
す

る
準
備
な
き
を
以
て
、
急
に
關
税
を
低
減
し
て
外
米
を
呼

ば
ん
芝
す

る
も
、
そ
の
結
果
は
産
地

に
封
ず
る
需
要
の
輻
輳
ε
な
り
、
生
産
者
若
く
は
輸
入
商
が
こ
の
機
會
を
利
用

し
て
、
そ
れ
丈
け
高
償
に
輸
出
す

る
に
止
ま
り
、
内
地
溝
費
者
の
蒙

る
恩
恵
は
僅
少
に
過
ぎ
す
。
か
く
て
外
米
高

値
の
反
動

ε
し
て
商
品
不
捌
に
終
り
、
遽
に
生
産
地
の
米
償
を
下
落
せ
し
め
、
.内
地
消
費
者

の
利
益

こ
な
る
査
て

に
は

一
定
、の
期
間
の
纒
過
を
要
す

る
も
の
に
し
て
、
短
期
間

の
軽
減
を
以
て
し
て
は
到
底
之
れ
を
期
す
る
能
は
さ

る
也
。
加
之
産
地
米
呪
の
如
何
に
よ
り
て
は
、
か
く
の
如
き
突
然
の
需
要

に
悉
す

る
を
得
す
し
て
高
儂
な
る
外
米

の
供
給
す
ら
十
分
に
こ
れ
を
望
む
を
得

さ
る
場
合
あ
り
、
四
十
四
年

の
俗

の
如
き
こ
れ
な
り
、
乃
ち
知
る
、
輸
入

税
輕
減
の
米
償
調
節
策
こ
し
て
の
實
敷
は
頗
る
疑
問
な
り
し
こ
オ
を
。

.
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姻韓
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一難
謎

舞

舞

側駄難

　餐

馨

"塞
　
垂
　　
四　華

　
　　

　

米
似
鯉

舞
.
奮
二

　
　

　
　　

　
皿畔
　
　葺

　

　
　四二

岨葉

　　

、
　
　　

　
』皿
　　　

次
に
憂
欝
米

の
代
用
が
米
償
の
調
節

に
如
何
程
の
影
響
を
與

へ
た
る
や
は
明
か
な
ら
さ
る
所
な
る
が
、
殊

に
そ

状
常
時
代
用
を
許
す
に
及
ん
で
や
、
定
期

は
塁
鮮
米
の
相
場
を
示
し
、
正
米
は
吋
地
米

の
實
償
を
示

レ
・
定
期
ε

正
米

ε
の
相
場
愈

々
間
隔
を
大
に
し
な
る
か
如
き
戚
な
き
に
あ
ら
す
、
こ
れ
に
よ
b
て
正
米
相
場
を
左
右
す
る
の

實
敷
あ
り
し
や
否
や
は
疑
問

己
い
は
さ
る
可
ら
事
。
叉
米
穀
取
引
所

に
封
ず
る
立
會
停
止
等

の
干
渉
政
策
も
、
費

へ

買
の
不
穏

に
陥
り
た
る
際

一
時
相
場

の
激
墾
を
防

ぎ
叉
は
不
正
行
爲
を
取
締

る
の
敷
は
あ
り
し
な
ら
ん
む
も
、
定

期
米
相
場
ご
正
米
相
場

こ
の
密
接
な
ら
で
、
實
米
を
擁
す
る
地
方
農
家
が
取
引
市
場
を
利
用
せ
ざ
る
賞
状

に
徴
す

れ
ば
こ
れ
に
よ
、り
て
米
償
調
節
の
奴
あ
り
し
や
否
や
は
、
こ
れ
亦
頗

る
疑
問
ε
い
は
ざ
る
可
ら
争
。

-
,

要
す
る
に
四
十
四
年
に
は
關
税
低
減
、
立
曾
停
止
、
皇
鮮
米
代
用
の
諸
方
漢
を
行
ひ
て
敷
な
く
、
翌
四
十
五
年

に
は
前
年

の
無
数
に
鑑
み
て
更

に
長
期
間

の
關
視
低
減
其
他

の
方
法
を
探

り
し
も
、
亦
同
様
奴
果
を
牧
む
る
能
は

ざ
り
し
也
。
而
し
て
大
正
元
年
の
秋
牧
五
千
萬
石
を
以
て
し
て
年
末
省
約
二
十
二
趾
の
高
償
を
保
て
る
和
ぎ
異
例

の
米
贋
を
現
出
し
、
依
然
騰
貴
の
勢
を
続
け
て
大
正
二
年
に
入
れ
り
。
益
大
勢

の
然
ら
し
む
る
所
、
元
よ
り
姑
息

微
温
的
な

る
人
爲
策
を
以
て
よ
ぐ
米
償
の
調
節
を
な
し
得

へ
き
に
あ
ら
ざ
る
也
。
.
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